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(57)【要約】
　超音波診断装置等の医療画像処理装置において、フレ
ーム列における隣接フレーム間ごとに観測点トラッキン
グ処理を順次行う。これにより、１心拍期間において、
観測点が開始座標から終了座標まで運動する。それらの
座標の差が誤差ベクトルであり、それから全体補正量が
求められる。その全体補正量が、拡張期における個々の
補正対象フレームに適応的に配分される。より詳しくは
、補正対象フレームごとに求められた誤差指標値として
の観測点移動量に基づいて、補正対象フレームごとの配
分量が演算される。観測点移動量が大きい場合には大き
な配分量が与えられ、観測点移動量が小さい場合には小
さな配分量が与えられる。これにより各観測点座標を自
然に補正することが可能となる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周期的に運動する生体組織に対する計測によって取得されたフレーム列に含まれる同時
相関係にある開始フレーム及び終了フレームの間で、隣接フレーム間ごとに観測点トラッ
キング処理を実行して移動後の観測点座標を演算するトラッキング処理部と、
　前記開始フレーム上の観測点座標に対する前記終了フレーム上の観測点座標のずれを全
体補正量として演算する全体補正量演算部と、
　前記フレーム列における補正対象フレーム列において、各補正対象フレームの誤差指標
値に応じて前記全体補正量を各補正対象フレームに配分することにより、補正対象フレー
ムごとの個別補正量を演算する個別補正量演算部と、
　前記補正対象フレームごとに前記個別補正量に応じて前記移動後の観測点座標を補正し
て補正後の観測点座標を演算する座標補正部と、
　を含む、ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項２】
　請求項1記載の医療画像処理装置において、
　前記各補正対象フレームの誤差指標値は、前記観測点トラッキング処理で生成される当
該補正対象フレーム固有の値であってトラッキング誤差に関連する値である、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項３】
　請求項２記載の医療画像処理装置において、
　前記各補正対象フレームの誤差指標値は前記観測点トラッキング処理によって演算され
る観測点移動量であり、
　前記個別補正量演算部は、
　前記補正対象フレーム列における補正対象フレームごとの観測点移動量を積算して求め
られる積算値によって、前記補正対象フレームごとの観測点移動量を正規化することによ
り、前記補正対象フレームごとの配分比率を演算し、
　前記全体補正量に対して前記補正対象フレームごとの配分比率を乗算することにより前
記補正対象フレームごとの配分量を演算し、
　前記補正対象フレーム列において時間軸方向に前記補正対象フレームごとの配分量を順
次累積することにより、前記補正対象フレームごとの個別補正量を演算する、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項４】
　請求項３記載の医療画像処理装置において、
　前記積算値は、前記補正対象フレームごとの観測点移動量の絶対値を積算した値であり
、
　前記補正対象フレームごとの配分比率は、前記補正対象フレームごとの観測点移動量の
絶対値を前記積算値で正規化することにより演算されたものである、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項５】
　請求項２記載の医療画像処理装置において、
　前記各補正対象フレームの誤差指標値は、前記トラッキング処理によって演算される観
測点移動量のｘ成分及びｙ成分であり、
　前記個別補正量演算部は、
　前記補正対象フレーム列における前記補正対象フレームごとの観測点移動量のｘ成分を
積算して求められるｘ成分積算値によって、前記補正対象フレームごとの観測点移動量の
ｘ成分を正規化することにより、前記補正対象フレームごとのｘ成分用配分比率を演算し
、
　前記補正対象フレーム列における前記補正対象フレームごとの観測点移動量のｙ成分を
積算して求められるｙ成分積算値によって、前記補正対象フレームごとの観測点移動量の
ｙ成分を正規化することにより、前記補正対象フレームごとのｙ成分用配分比率を演算し
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、
　前記全体補正量に対して前記補正対象フレームごとのｘ成分用配分比率を乗算すること
により前記補正対象フレームごとのｘ成分用配分量を演算し、
前記全体補正量に対して前記補正対象フレームごとのｙ成分用配分比率を乗算することに
より前記補正対象フレームごとのｙ成分用配分量を演算し、
　前記補正対象フレーム列において時間軸方向に前記補正対象フレームごとのｘ成分用配
分量を順次累積することにより、前記補正対象フレームごとの個別補正量のｘ成分を演算
し、
　前記補正対象フレーム列において時間軸方向に前記補正対象フレームごとのｙ成分用配
分量を順次累積することにより、前記補正対象フレームごとの個別補正量のｙ成分を演算
する、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項６】
　請求項１記載の医療画像処理装置において、
　前記画像フレーム列は１心拍分のフレーム列であり、
　前記補正対象フレーム列は前記画像フレーム列中における部分的なフレーム列である、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項７】
　請求項６記載の医療画像処理装置において、
　前記補正対象フレーム列は収縮末期から拡張末期までの拡張期に対応するフレーム列で
ある、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項８】
　請求項1記載の医療画像処理装置において、
　前記開始フレームから前記終了フレームにかけてフレーム単位で演算された補正後の観
測点座標に基づいて波形を生成する波形生成部を含み、
　前記波形における始点及び終点のレベルが揃えられた、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項９】
　請求項1記載の医療画像処理装置において、
　当該医療画像処理装置は超音波画像処理装置であり、
　前記フレーム列は断層画像フレーム列である、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の医療画像処理装置において、
　前記生体組織は心臓であり、
　前記断層画像フレーム列は心筋の時間的変化を表すものである、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項１１】
　請求項１記載の医療画像処理装置において、
　前記観測点トラッキング処理は、前記隣接フレーム間ごとに実行されるパターンマッチ
ング処理を含む、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項１２】
　請求項１１記載の医療画像処理装置において、
　前記パターンマッチング処理は、前記隣接フレーム間において二次元移動ベクトルを演
算する処理である、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項１３】
　周期的に運動する生体組織に対する計測によって取得されたボリューム列に含まれる同
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時相関係にある開始ボリューム及び終了ボリュームの間で、隣接ボリューム間ごとに観測
点トラッキング処理を実行して移動後の観測点座標を演算するトラッキング処理部と、
　前記開始ボリューム上の観測点座標に対する前記終了ボリューム上の観測点座標のずれ
を全体補正量として演算する全体補正量演算部と、
　前記ボリューム列における補正対象ボリューム列において、各補正対象ボリュームの誤
差指標値に応じて前記全体補正量を各補正対象ボリュームに配分することにより、補正対
象ボリュームごとの個別補正量を演算する個別補正量演算部と、
　前記補正対象ボリュームごとに前記個別補正量に応じて前記移動後の観測点座標を補正
して補正後の観測点座標を演算する座標補正部と、
　を含む、ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項１４】
　医療画像処理装置において実行されるプログラムであって、
　周期的に運動する生体組織に対する計測によって取得されたフレーム列に含まれる同時
相関係にある開始フレーム及び終了フレームの間で、隣接フレーム間ごとに観測点トラッ
キング処理を実行して移動後の観測点座標を演算する機能と、
　前記開始フレーム上の観測点座標に対する前記終了フレーム上の観測点座標のずれを全
体補正量として演算する機能と、
　前記フレーム列における補正対象フレーム列において、各補正対象フレームの誤差指標
値に応じて前記全体補正量を各補正対象フレームに配分することにより補正対象フレーム
ごとの個別補正量を演算する機能と、
　前記補正対象フレームごとに前記個別補正量に応じて前記移動後の観測点座標を補正し
て補正後の観測点座標を演算する機能と、
　を含むことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療画像処理装置に関し、特に、フレーム列における隣接フレーム間ごとに
観測点トラッキング処理が順次実行される装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療画像処理装置として、超音波診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置等が知られてい
る。それらの装置を利用して、生体組織の時間的な変化を表すフレーム列（画像フレーム
データ列）を取得することが可能であり、また、取得されたフレーム列を処理することが
可能である。それらの装置で取得された画像フレーム列を取り込んで処理する情報処理装
置も医療画像処理装置の一種である。以下、超音波診断装置について説明する。
【０００３】
　超音波診断装置は、生体に対する超音波の送受波により得られたデータに基づいて超音
波画像を形成する装置である。超音波画像として動画像が形成される場合、その動画像は
時間軸上に並ぶ複数のフレームつまりフレーム列からなる。各フレームは例えば断層画像
（Ｂモード断層画像）である。心臓の超音波診断においては、例えば左室機能を評価する
ために、短軸像(short-axis view)が動画像として表示され、その短軸像を利用して心筋
の動きが計測される。そのための計測方法として、二次元組織トラッキング法が知られて
いる（例えば特許文献１、２を参照）。
【０００４】
　二次元組織トラッキング法について具体例を説明する。最初に基準フレーム上において
、心筋上の計測位置に観測点が設定される。例えば、心筋の厚み変化を観測する場合には
、心筋内膜上に第１観測点が設定され、心筋外膜上に第２観測点が設定される。第１観測
点と第２観測点との間の距離が心筋の厚みに相当する。基準フレーム以後において、隣接
フレーム間で、個々の観測点ごとにトラッキング処理が順次実行される。トラッキング処
理においては、一般に、パターンマッチング処理が実行される。隣接フレーム間での観測
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点ごとのトラッキング処理により、観測点ごとの移動先座標が順次特定される。これによ
り、２つの観測点の位置変化として心筋の厚みの時間変化を取得することが可能である。
【０００５】
　しかしながら、上記手法においては、隣接フレーム間でのトラッキング処理において生
じるトラッキング誤差が時間軸上で徐々に累積してしまうという問題がある。すなわち、
ドリフト誤差の問題である。これについて詳しく説明すると、隣接フレーム間でのパター
ンマッチング処理により観測点の移動先座標を推定する場合、ノイズ（アーチファクト）
の影響、心臓の並進運動、その他の事由により、移動先座標を正確に特定できない場合が
ある。あるフレーム上において観測点座標に誤差が生じた場合、その誤差を含有する観測
点座標を基準として次のフレーム上での観測点座標が特定されることになる。しかもそこ
でも誤差が入り込む可能性がある。これにより当初設定した位置とは異なる位置に観測点
が順次移動してしまう。心臓は周期的に運動しているので、本来であれば、観測点は一心
拍後に元の位置に戻って来る筈であるが、上記の誤差が生じると、一心拍の前後で観測点
の位置にずれが生じる。
【０００６】
　特許文献３には上記累積誤差の問題を軽減した技術が開示されている。すなわち、同文
献には、時間軸の正方向にトラッキング処理を行った場合に形成される波形と時間軸の逆
方向にトラッキング処理を行った場合に形成される波形とを重み付け加算して合成波形を
生成することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１１７２５２号公報
【特許文献２】特開２００７－２２２５３３号公報
【特許文献３】特開２００５－１６０６８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　以上のように、医療画像処理装置において、フレーム列に対して観測点のトラッキング
処理を順次行う場合には、誤差の累積という問題がある。個々の隣接フレーム間で発生す
る誤差それ自体を厳密に特定できないとしても、累積誤差を見かけ上、自然に解消又は軽
減することが求められている。なお、上記問題は、スキャンコンバート前の受信フレーム
列に対してトラッキング処理を行う場合にも生じ得る。また、上記問題は、超音波画像フ
レーム列に限られず他の医療画像フレーム列に対してトラッキング処理を行う場合にも生
じ得る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の目的は、医療画像処理装置において、フレーム列の処理に際して信頼性を高め
ることにある。あるいは、本発明の目的は、観測点のトラッキング処理を順次実行する場
合において生じる累積誤差を解消又は緩和することにある。あるいは、本発明の目的は、
そのような累積誤差を自然に解消又は緩和することにある。
【００１０】
　本発明は、周期的に運動する生体組織（例えば心臓）に対する計測によって取得された
フレーム列を処理する場合において、１（又は複数）心拍離れた同時相のフレーム間で特
定される全体補正量を各補正対象フレームに対して適応的に配分することを特徴とするも
のである。
【００１１】
　すなわち、本発明に係る医療画像処理装置は、前記フレーム列に含まれる同時相関係に
ある開始フレーム及び終了フレームの間で、隣接フレーム間ごとに観測点トラッキング処
理を実行して移動後の観測点座標を演算するトラッキング処理部と、前記開始フレーム上



(6) JP WO2014/171159 A1 2014.10.23

10

20

30

40

50

の観測点座標に対する前記終了フレーム上の観測点座標のずれを全体補正量として演算す
る全体補正量演算部と、前記フレーム列における補正対象フレーム列において、各補正対
象フレームの誤差指標値に応じて前記全体補正量を各補正対象フレームに配分することに
より補正対象フレームごとの個別補正量を演算する個別補正量演算部と、前記補正対象フ
レームごとに前記個別補正量に応じて前記移動後の観測点座標を補正して補正後の観測点
座標を演算する座標補正部と、を含むものである。
【００１２】
　生体組織は周期的に運動しているので、あるフレーム上における観測点は、１周期（あ
るいは複数周期）経過した後の同時相フレーム上においても、同じ座標に戻って来る筈で
ある。よって、開始フレーム上の観測点座標と終了フレーム上の観測点座標との間で生じ
る座標ずれは、誤差の蓄積により生じたものであるとみなせる。それを前提として、上記
構成においては、その座標ずれをもって全体補正量が定義される。その上で、全体補正量
が、補正対象フレームごとの誤差指標値に基づいて、各補正対象フレームに対して適応的
に配分される。この適応的な配分により補正対象フレームごとに個別補正量が演算され、
それに基づいて補正対象フレームごとに観測点座標が事後的に補正される。よって、適応
的配分方式によれば、開始フレームから終了フレームまでに生じた累積誤差に相当する全
体補正量を、個々の補正対象フレームに対して適応的に配分できるから、均等配分方式に
比べて、より合理的なあるいはより自然な座標補正を実現できる。
【００１３】
　上記構成において、補正対象フレーム列は、当初取得されたフレーム列の全部であって
もよいが、望ましくは、当初取得されたフレーム列における一部である。特に望ましくは
、補正対象フレーム列は、一心拍中における、収縮末期から拡張末期までの拡張期に対応
する複数のフレームである。この構成によれば、診断上重視される拡張末期ピークを保存
できる。すなわち、拡張末期ピークが補正されて、それが小さくなってしまう問題を回避
できる。換言すれば、過度の補正を回避できる。
【００１４】
　上記の適応的配分方式において参照される誤差指標値は、望ましくは、個々のトラッキ
ング処理で生成される、補正対象フレーム固有の値であって、トラッキング誤差に関連す
る値である。特に望ましくは、補正対象フレームごとに生じ得る誤差の大小をおよそ表す
パラメータ値が誤差指標値として用いられる。そのようなパラメータ値として、トラッキ
ング処理で演算される観測点移動量をあげることができる。すなわち、経験上、観測点移
動量が大きければ誤差も大きくなる傾向が認められるので、そのような性質を全体補正量
の適応的配分で利用するものである。あるいは、上記のパラメータ値として、トラッキン
グ処理での信頼性を指標する評価値（スコア値等）を用いてもよい。すなわち、信頼性が
低いということは大きな誤差が生じる可能性が高いといえるので、そのような傾向を適応
的配分で利用するものである。
【００１５】
　誤差指標値として観測点移動量を用いる場合、望ましくは、以下のような複数の演算が
実行される。すなわち、補正対象フレーム列における補正対象フレームごとの観測点移動
量を積算することによって積算値を求める演算（第１演算）、積算値によって補正対象フ
レームごとの観測点移動量を正規化することにより補正対象フレームごとの配分比率を求
める演算（第２演算）、全体補正量に対して補正対象フレームごとの配分比率を乗算する
ことにより補正対象フレームごとの配分量を求める演算（第３演算）、及び、補正対象フ
レーム列において時間軸方向に補正対象フレームごとの配分量を順次累積することにより
補正対象フレームごとの個別補正量を求める演算（第４演算）、が実行される。上記第１
乃至第４演算は、単一の計算式を用いて一度に実行することも可能であり、あるいは、複
数の計算式を用いて段階的に実行することも可能である。観測点移動量がベクトルとして
表される場合、ベクトルの絶対値を上記各演算の基礎にするのが望ましい。あるいは、ベ
クトルを構成する成分（ｘ成分、ｙ成分）ごとに、個別補正量の演算及び座標補正が個別
的に実行されてもよい。
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【００１６】
　上記の適応的配分方式によれば、開始フレームから終了フレームにかけてフレーム単位
で演算された補正後の観測点座標に基づいて波形を生成する場合において、波形における
始点及び終点のレベルを揃えることが可能である。すなわち、座標補正を行わない場合、
累積誤差により、波形の始点レベルに対して波形の終点レベルがずれてしまい、すなわち
、波形の始点と終点との間に現実には存在しないオフセットが生じてしまうが、上記構成
によれば、そのようなオフセットを解消でき、しかもその解消に際して波形補正を自然に
行うことが可能である。比較例としての均等配分方式によると、例えば、拡張期において
実際には観測点があまり動いていないのに、観測点座標の補正後において、見かけ上、観
測点が一定速度で運動しているように見えてしまう。これに対して、上記の適応的配分方
式によれば、例えば、観測点の動きの少ない状況では個別補正量が小さくなるので、上記
のような観測点の見かけ上の運動という問題を解消又は軽減することができる。よって、
医療画像あるいは計測結果に基づく疾病診断に際して誤認のおそれを解消又は軽減できる
という医療上の利点を得られる。なお、上記の適応的配分方式は、専用ハードウエアによ
り実現でき、あるいは、情報処理装置において実行されるプログラムの機能として実現で
きる。例えば、そのプログラムは、記憶媒体に格納され、その記憶媒体から情報処理装置
へインストールされる。
【００１７】
　上記の二次元処理を三次元処理に拡張することも可能である。その場合、望ましくは、
医療画像処理装置が、周期的に運動する生体組織に対する計測によって取得されたボリュ
ーム列に含まれる同時相関係にある開始ボリューム及び終了ボリュームの間で、隣接ボリ
ューム間ごとに観測点トラッキング処理を実行して移動後の観測点座標を演算するトラッ
キング処理部と、前記開始ボリューム上の観測点座標に対する前記終了ボリューム上の観
測点座標のずれを全体補正量として演算する全体補正量演算部と、前記ボリューム列にお
ける補正対象ボリューム列において、各補正対象ボリュームの誤差指標値に応じて前記全
体補正量を各補正対象ボリュームに配分することにより、補正対象ボリュームごとの個別
補正量を演算する個別補正量演算部と、前記補正対象ボリュームごとに前記個別補正量に
応じて前記移動後の観測点座標を補正して補正後の観測点座標を演算する座標補正部と、
を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る医療画像処理装置の好適な実施形態を示す図であり、特に超音波診
断装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】フレーム列を示す図である。
【図３】隣接フレーム間でのトラッキング処理を説明するための図である。
【図４】１心拍における観測点の運動軌跡を示す図である。
【図５】比較例としての均等補正方式を示す図である。
【図６】実施形態に係る適応的配分方式を示す図である。
【図７】適応的配分方式における計算例を示す図である。
【図８】移動ベクトルを示す図である。
【図９】比較例としての表示画像を示す図である。
【図１０】実施形態に係る表示画像を示す図である。
【図１１】適応的配分方式を説明するためのフローチャートである。
【図１２】トラッキング結果評価値に基づく全体誤差量の適応的配分を説明するための図
である。
【図１３】成分ごとの適応的配分を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２０】
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　図１には、本発明に係る医療画像処理装置の好適な実施形態が示されている。本実施形
態に係る医療画像処理装置は超音波診断装置である。超音波診断装置は病院等の医療機関
に設置され、生体に対する超音波の送受波により得られたデータに基づいて超音波画像を
形成する装置である。本実施形態において、超音波診断の対象となる組織は、心臓であり
、特に左室である。心臓は周期的に運動する組織である。心臓以外の組織が診断対象とな
ってもよい。
【００２１】
　図１において、プローブ１０は、本実施形態において、体表面上に当接されており、プ
ローブ１０によって、超音波が送受波される。プローブ１０は、アレイ振動子１２を有し
、そのアレイ振動子１２は、例えば、直線的に配列された複数の振動素子により構成され
る。アレイ振動子１２により超音波ビーム１４が形成され、その超音波ビームが電子的に
走査される。これにより走査面１６が構成される。ちなみに、図１においては、走査面１
６上に左室の短軸断面１８が現れている。ｒ方向は深さ方向であり、θ方向は電子走査方
向である。
【００２２】
　超音波ビーム１４の１回の電子走査により１つの走査面１６が構成され、そのような走
査面１６の形成が繰り返し実行される。本実施形態においては、電子走査方式として電子
セクタ走査方式が利用されている。もちろん、例えば電子リニア走査方式等の他の電子走
査方式が利用されてもよい。プローブ１０が食道内に挿入される経食プローブであっても
よい。アレイ振動子１２として２Ｄアレイ振動子を設けることも可能である。
【００２３】
　送受信部２０は送信ビームフォーマー及び受信ビームフォーマーとして機能するもので
ある。送信時において、送受信部２０からアレイ振動子１２に対して複数の送信信号が並
列的に供給される。これにより、アレイ振動子１２において送信ビームが形成される。受
信時において生体内からの反射波がアレイ振動子１２において受波されると、アレイ振動
子１２から複数の受信信号が並列的に出力される。それらの受信信号は、送受信部２０に
おいて整相加算処理され、これにより整相加算後の受信信号すなわちビームデータが生成
される。１つの走査面１６ごとに例えば１００個のビームデータが得られることになる。
それらのビームデータは受信フレームを構成する。１つの受信フレームが１つの走査面１
６に対応する。
【００２４】
　ビームデータ処理部２２は、検波回路、対数圧縮回路等の公知の回路を備えており、入
力されるビームデータに対して所定の信号処理を実行する。信号処理後のビームデータが
画像形成部２４に送られる。
【００２５】
　画像形成部２４は、本実施形態において、デジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）によ
り構成されている。すなわち、画像形成部２４は、座標変換機能、補間機能等を備え、入
力される受信フレームに対して所定の処理を実行し、これによって表示フレーム２６を生
成する。１つの表示フレーム２６が１つの断層画像に相当する。受信フレームは極座標系
に従うフレームであり、表示フレーム２６は直交座標系に従うフレームである。図示の例
では、表示フレーム２６が表示処理部２８に送られており、またシネメモリ３０にも送ら
れている。表示処理部２８は、入力される表示フレーム２６に対して必要な処理を適用し
た上でその表示フレーム２６を表示器５６へ出力する。これにより、表示器５６において
は、動画像としての断層画像（Ｂモード断層画像）が表示される。それ以外の超音波画像
が表示されてもよい。通常のＢモードの実行中においては、表示器５６の表示画面上にリ
アルタイムで取得されたＢモード断層画像が表示される。
【００２６】
　シネメモリ３０は、リングバッファの構造を有し、現時点から過去の一定期間に亘って
複数の表示フレーム２６を格納するものである。すなわちシネメモリ３０上にはフレーム
列３２が格納される。そのような記憶装置がビームデータ処理部２２と画像形成部２４と
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の間に設けられてもよい。例えば、フリーズ後におけるループ再生において、シネメモリ
３０からフレーム列３２が読み出され、表示処理部２８に送られる。これにより表示器５
６において再生された動画像が表示される。一方、本実施形態においては、シネメモリ３
０に格納されたフレーム列３２を利用して観測点のトラッキング処理等を行うことが可能
である。以下に、そのための構成について説明する。
【００２７】
　図１において、画像処理部３４は、例えば実質的にソフトウェアの機能として実現され
ている。画像処理部３４はトラッキング処理機能、計測機能、波形生成機能等を有し、更
に、本実施形態においては、１心拍間での累積誤差を解消するための補正機能を備えてい
る。
【００２８】
　具体的に説明すると、トラッキング処理部３６は、フレーム列３２における隣接フレー
ム間ごとに、観測点のトラッキング処理を実行するものである。すなわち、開始フレーム
上において１又は複数の観測点がユーザーにより指定され、観測点ごとにフレーム単位で
トラッキング処理が実行される。これにより、前フレーム上の観測点の座標を基準として
、後フレーム上における観測点移動先を特定することができ、つまり、観測点ごとに二次
元移動ベクトル（二次元移動量）を演算することが可能である。本実施形態においては、
後に説明するように、左室の所定箇所に観測点が設定されており、その観測点の座標の時
間変化が観測されている。例えば、心筋における厚み方向の両側に２つの観測点を指定し
、それらの観測点について個別的にトラッキング処理を実行すれば、心筋の厚みやストレ
イン等についての時間的変動を計測することが可能である。
【００２９】
　トラッキング処理においては、本実施形態において、パターンマッチング処理が実行さ
れている。パターンマッチング処理としては公知のブロックマッチング法や勾配法を利用
することができる。もちろん、他の手法が利用されてもよい。いずれにしても、パターン
マッチング法の適用により、隣接フレーム間で観測点ごとに二次元移動ベクトルを得るこ
とが可能である。これにより、フレームごとに、各観測点について移動後の座標が特定さ
れる。記憶部４０上には、観測点ごとに、個々の時相での座標が記録される。また、記憶
部４０上には、観測点ごとの移動ベクトルすなわち移動量も記憶される。更に、パターン
マッチング処理結果の信頼性を表すスコアや相関値等の指標値も記録される。
【００３０】
　一次補正部３８は、トラッキング処理結果として特定された座標に対して、必要に応じ
て補正を実行するものである。トラッキング処理の直後に行われる一次補正としては各種
の公知手法を適用することが可能である。一次補正が適用される場合、記憶部４０上には
一次補正後の座標が記憶される。
【００３１】
　計測部５０は、１又は複数の観測点の座標変化に基づいて所定の計測を実行するもので
あり、例えば変位、厚み、ストレイン等の時間的変化を計測することが可能である。その
ような計測に当たっては、記憶部４０上に観測点ごとに格納された時系列順の座標群が参
照される。
【００３２】
　波形形成部５４は、計測部５０の結果を表す波形５４を生成する。波形５４における横
軸は時間軸であり、縦軸は例えば変位、厚さ、ストレイン等を表すものである。診断の目
的に応じて所望の波形５４が生成される。そのような波形は、図１に示した構成において
、表示処理部２８を介して表示器５６に送られる。これにより表示器５６上においては波
形がグラフとして表示される。例えば複数の波形が画面上に表示されてもよい。シネメモ
リ３０から読み出されたフレーム列に基づく再生画像もグラフと一緒に表示され得る。
【００３３】
　本実施形態においては、画像処理部３４が累積誤差補正部４２を有している。累積誤差
補正部４２は、例えば１心拍間で生じた累積誤差を事後的に解消するための座標補正を実
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行するものである。この補正は、上述した一次補正との対比において二次補正と言いうる
ものである。本実施形態では、１心拍のフレーム列が処理対象とされており、１心拍間で
の全体補正量を各補正対象フレームに適応的に配分し、これによって求められる補正対象
フレームごとの個別補正量に基づいて、各補正対象フレーム上の観測点座標が補正される
。
【００３４】
　累積誤差補正部４２は、より詳しくは、全体補正量演算部４４、個別補正量演算部４６
及び座標補正部４８を備えている。全体補正量演算部４４は、１心拍間において生じた累
積誤差に相当する全体補正量を演算するものである。個別補正量演算部４６は、全体補正
量を補正対象フレーム列に対して適応的に配分することにより、各補正対象フレームにつ
いて個別補正量を求めるものである。座標補正部４８は、補正対象フレームごとに求めら
れた個別補正量に基づいて当該補正対象フレームにおける観測点座標を補正するものであ
る。座標補正の結果、記憶部４０に記憶されている観測点座標が補正後の観測点座標に置
き換えられる。もちろん、旧座標を保存しておくようにしてもよい。累積誤差補正部４２
の具体的な処理内容については後に詳述する。
【００３５】
　いずれにしても、本実施形態においては、画像処理部３４が累積誤差補正部４２を備え
ているので、隣接フレーム間でトラッキング処理を繰り返し実行した場合において生じる
累積誤差を事後的に解消又は改善することが可能である。しかもその場合において適応的
配分方式が採用されているので、座標補正をより自然に行うことが可能であり、ひいては
波形５４を自然に補正することが可能である。
【００３６】
　ちなみに、画像処理部３４は、例えばパーソナルコンピューター等の情報処理装置によ
って実現することも可能である。その場合においては、当該情報処理装置が医療画像処理
装置と言い得る。その情報処理装置に対しては、超音波診断装置で取得されたフレーム列
が記憶媒体を介してあるいはネットワークを介して伝送される。そのような情報処理装置
が、超音波画像列ではなく、ＣＴ画像列やＭＲＩ画像列等を処理するものであってもよい
。
【００３７】
　上記処理を三次元処理として実現することも可能である。その場合、例えば、超音波診
断装置において、２Ｄアレイ振動子等によって三次元動画像が取得され、それが処理され
る。三次元動画像は、時間軸上に並ぶ複数のボリューム（ボリュームデータ）により構成
される。個々のボリュームは三次元空間内から取得された複数のエコーデータからなるも
のである。三次元処理において、トラッキング処理は、ボリュームを単位として実行され
る。隣接ボリューム間の観測点の移動量として、三次元移動ベクトルが求められる。三次
元移動ベクトルは、ある面に対して垂直に伸びるベクトルであり、二次元方向の二成分と
奥行き方向の成分とからなるものである。そのような三次元処理を行う場合、以下の説明
において、フレームがボリュームに読み替えられる。
【００３８】
　図１に示す制御部５８は、ＣＰＵ及び動作プログラムによって構成される。制御部５８
は図１に示された各構成の動作制御を行っている。制御部５８には入力部６０が接続され
ている。入力部６０は操作パネルにより構成され、それはトラックボールや複数のスイッ
チ等を含む。入力部６０を利用して、個々の観測点の初期座標を断層画像上で指定するこ
とが可能である。画像解析によって個々の観測点が自動的に特定されてもよい。入力部６
０を利用して累積誤差補正モードのオンオフやモード変更等を行うことも可能である。心
電計６２は、生体から心電信号６３を取得し、それを制御部５８に送るものである。制御
部５８は心電信号６３を解析する機能を備え、例えば心電波形におけるＲ波の検出により
、個々の心拍における所定時相を特定している。本実施形態において、観測点トラッキン
グは例えば１心拍分のフレーム列を対象として実行されている。その場合において、例え
ば拡張末期の時相を心電信号６３中のＲ波により特定することが可能である。制御部５８
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からトラッキング処理部３６に対して、時相を示す信号が与えられている。なお、記憶部
４０あるいはシネメモリ３０に心電波形が記憶されてもよい。表示器５６には心電波形が
断層画像等とともに表示されるのが望ましい。
【００３９】
　図２には、上述したフレーム列３２が示されている。そのフレーム列３２は、時間軸方
向に並ぶ複数のフレームからなるものであり、各フレームは断層画像としての表示フレー
ムである。フレーム列３２は１心拍に対応しており、それは開始フレーム６４ａと終了フ
レーム６４ｂとを有している。もちろん、複数心拍分のフレーム列が処理対象となっても
よい。図２に示す例では、開始フレーム６４ａに表れた左室断面６６上に、２つの観測点
７４，７６がユーザーにより指定される。例えば、左室６６における内膜６８上に第１観
測点７４が指定され、左室６６における外膜７０上に第２観測点７６が指定される。第１
観測点７４及び第２観測点７６は重心点７８を基準として所定方位の方向に設定されてい
る。上記のように、観測点７４，７６の指定を自動化することも可能である。開始フレー
ム６４ａ上において以上のように２つの観測点７４，７６が指定されると、それ以後の隣
接フレーム間において観測点ごとにトラッキング処理が順次実行される。すなわち個々の
フレーム上において２つの観測点についての運動後の座標が順次特定される。その結果、
終了フレーム６４ｂ上において、第１観測点についての最終座標８０が特定され、第２観
測点７６についての最終座標８２が特定される。以上の処理に際しては様々な公知技術を
利用可能である。
【００４０】
　図３には、隣接関係にある前フレーム８４及び後フレーム８６が示されている。トラッ
キング処理においては、上述したようにパターンマッチング処理が実行される。それは観
測点ごとに実行される。これにより、例えば、前フレーム８４上における第１観測点８８
が後フレーム８６においてどこに移動したのかを特定することが可能である。第１観測点
８８についての移動後の新しい座標が符号９２で表されている。これにより第１観測点に
ついて移動ベクトル９３が定義される。同様に、第２観測点９０についても、移動後の新
しい座標９４を特定でき、これにより第２観測点について運動ベクトル９５が定義される
。フレーム間の時間差Δｔは既知かつ一定であり、よって、移動ベクトル９３，９５は速
度ベクトルに相当する。移動ベクトル９３，９５は二次元ベクトルである。
【００４１】
　既に説明したように、上記のような隣接フレーム間ごとのトラッキング処理においては
誤差が生じる可能性がある。あるフレームにおいて誤差が生じると、その誤差が次のフレ
ームにも引き継がれる。時間経過に従って誤差が増大していく可能性がある。これは上述
した累積誤差の問題である。
【００４２】
　図４には、そのような累積誤差が示されている。すなわち、図４には、ある観測点につ
いて１心拍分の運動軌跡が示されている。符号１０２Ａは開始座標を示しており、それは
図４に示す例において拡張末期１０４Ａにおける観測点の座標である。拡張末期１０４Ａ
から収縮末期１０６までの期間が収縮期１０８であり、収縮末期１０６から１心拍後の拡
張末期１０４Ｂまでの期間が拡張期１１０である。観測点は、１心拍にわたって図４に示
すように例えばループ状に運動する。個々の点１０２－ｉは時相ｉでの観測点座標を示し
ている。ちなみに、図４における運動軌跡は例示である。
【００４３】
　図４に示されるように、拡張末期１０４Ａにおける開始座標１０２Ａに対して１心拍後
の拡張末期１０４Ｂにおける終了座標１０２Ｂがずれている。両者間に誤差ベクトル１１
２が生じている。本来であれば、周期的に運動する組織における所定部位は１心拍後にお
いても同じ位置に戻って来る筈であるが、上述した累積誤差の影響により、誤差ベクトル
１１２が生じる。このような誤差ベクトル１１２は実際には存在しない運動であり、それ
を解消又は緩和するための座標補正（軌跡補正）が求められる。
【００４４】
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　そこで、まず、誤差ベクトル１１２をキャンセルするための全体補正量（ベクトル）１
１４が特定される。全体補正量は誤差ベクトルに対して逆向きのベクトルである。それは
、例えば、終了座標１０２Ｂから開始座標１０２Ａを引くことによって特定される。全体
補正量１１４を各補正対象フレームに対して適応的に配分することにより、個々の補正対
象フレーム上において特定された移動後の観測点座標を補正することが可能である。
【００４５】
　観測点座標の補正方式として、図５に、比較例として、均等配分方式が示されている。
なお、図５において図４に示した要素と同様の要素には同一符号を付している。このこと
は後に説明する図６についても同様である。
【００４６】
　図５に示す均等配分方式においては、拡張期１１０内の各補正対象フレームに対して全
体補正量１１４が均等に配分される。すなわち、図５において符号１１８，１２０，１２
２で示すように、時相によらずに、同じ配分量が与えられる。配分量１１８，１２０，１
２２はそれぞれベクトルであり、拡張期１１０内でのそれらの総和が全体補正量１１４に
相当する。したがって、各配分量（ベクトル）１１８，１２０，１２２の向きは全体補正
量（ベクトル）１１４の向きに一致している。実際の座標補正に当たっては、図５に示す
例において、拡張末期１０６に対応する基準座標１１６よりも後に存在する各座標に対し
て与えられる個別補正量は、基準座標１１６から当該座標までの間に配分された配分量の
加算値（累積値）として定義される。このように、フレームごとの個別補正量に基づいて
、フレームごとに座標補正演算が実行される。その結果、図５において破線で示す補正後
の軌跡が得られる。この補正により、１心拍の開始と終了とで観測点の座標が一致する。
図５に示す例では、補正対象は１心拍の全体ではなく、拡張末期１０６以降の拡張期１１
０である。
【００４７】
　図６には、本実施形態に係る適応的配分方式が示されている。この適応的配分方式では
、全体補正量１１４が、補正対象フレームごとの固有パラメータ値に基づいて、各補正対
象フレームに対して適応的に配分される。図６に示す例では、収縮末期１０６後の拡張期
１１０が補正対象期間とされており、拡張期１１０内の先頭から最終までの各補正対象フ
レームに対して観測点座標の補正処理が適用される。全体補正量１１４の適応的配分に当
たっては、フレームごとに演算される誤差指標値としての固有パラメータ値が参照される
。固有パラメータ値は、図６に示す例において、フレーム間での観測点の移動量である。
観測点の大きな動きがあった場合、より大きな誤差が発生している可能性が高いので、そ
のような場合にはより多くの配分量が与えられる。図６においては、移動量の大小に応じ
て変化する配分量１２４，１２６，１２８が示されている。
【００４８】
　一般に、収縮末期１０６の直後において、観測点の動きは大きく、拡張末期１０４Ｂに
近付くに従って観測点の動きは小さくなる。よって、拡張期１１０における初期において
大きな配分量１２４が与えられ、拡張期１１０の後半部分では小さな配分量１２６，１２
８が与えられる。図５に示した均等配分方式によると、拡張期１１０の後半部分において
、実際には観測点がほとんど移動していないにもかかわらず、見かけ上、観測点が一定速
度で移動したように見えてしまうが、図６に示した適応的配分方式によれば、移動量の大
小によって配分量の大小が決まるので、見かけ上の運動という問題を解消又は軽減するこ
とが可能である。
【００４９】
　図６に示した例においては、上記のように、収縮末期以降の拡張期１１０が補正対象期
間である。これにより、収縮末期１０６付近で生じる、大きなしかも速い観測点の動き（
ピーク）を保存することが可能である。すなわち、適用的配分方式では、観測点の移動量
の大きいところにはより大きな配分量が与えられるため、１心拍全体を補正対象期間とし
た場合に上記ピーク付近に対して大きな配分量が与えられ、ピークがかなり大きく下がっ
てしまう。これはある意味で診断上、重視される部分に対する過度の補正とも言える。そ
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こで、図６に示した例では、１心拍中の一部分、特に、収縮末期以降の拡張期１１０が補
正対象期間とされており、その期間内においてだけ全体補正量が配分されている。これに
より、診断上、重視される部分を保存しつつ、その後において座標軌跡を自然に補正する
ことが可能である。そして、最終的に累積誤差を消失させることが可能である。これにつ
いては後に図１０を用いてより詳しく説明する。
【００５０】
　図７には、上述した適応的配分方式を実行する場合における計算例が示されている。Ｓ
１０においては、全体補正量として、１心拍間での観測点座標の差分が演算される。それ
は全体補正量Ｅとみなされる。Ｅはベクトルである。Ｓ１２においては、ｋ番目の補正対
象フレームについて演算された誤差指標値として、移動ベクトルＶｋが参照される。ｋは
、本実施形態において、収縮末期１０６後の各補正対象フレームの番号を示す（但し、ｋ
＝１，２，３，…）。補正対象フレームの総数をｎとする。
【００５１】
　Ｓ１４においては以下の（１）式が計算される。ｅｋは、ｋ番目のフレームに対して与
えられる配分量（ベクトル）である。
【００５２】
　　［数１］
　　ｅｋ＝（｜Ｖｋ｜ ／ Σ｜Ｖｋ｜）×Ｅ　…（１）
【００５３】
　上記（１）式において、分子は、現在注目している補正対象フレーム上の移動ベクトル
Ｖｋの絶対値である。Ｖｋそのものではなく、その絶対値｜Ｖｋ｜を計算で利用したのは
、向きによらずに、移動量の大きさそれ自体に応じて、全体補正量を配分するためである
。上記（１）式における分母Σ｜Ｖｋ｜は規格化のためのものであり、それは｜Ｖｋ｜を
１番目からｋ番目まで加算したものである。ここで、ｋ＝１は収縮末期後の最初のフレー
ムを表しており、ｋ＝ｎは１心拍後の拡張末期フレームつまり終了フレームを表している
。括弧内が配分率に相当しており、その配分率が全体補正量Ｅに対して乗算され、これに
より配分量ｅｋが求められている。
【００５４】
　Ｓ１６においては、個々の補正対象フレームについての個別補正量Ｃｋ以下の（２）式
から求められる。
【００５５】
　　［数２］
　　　　Ｃｋ＝Σｅｋ　　…（２）
【００５６】
　上記の（２）式により、現在注目しているｋ番目の補正対象フレームについての個別補
正量が、１番目からｋ番目までの配分量ｅｋすべて加算したものとして定義される。Ｓ１
６では、このように演算された個別補正量Ｃｋが現在注目しているｋ番目の補正対象フレ
ーム上の観測点座標に対して適用され、具体的には、その観測点座標に対して個別補正量
Ｃｋを作用させることにより特定される座標として、補正後の観測点座標が定められる。
以上の処理が収縮末期以降の補正対象フレームごとに順次実行される。その結果、観測点
座標の軌跡が図６において一点鎖線から実線のように補正される。
【００５７】
　なお、図８には上述した移動ベクトルＶｋが示されており、そのｘ成分がｘｋで示され
ており、そのｙ成分がｙｋで示されている。三次元の場合には、ｘｙ平面に垂直なｚ方向
に、ｚ成分がｚｋで追加されて移動ベクトルＶｋが演算される。
【００５８】
　図９には、比較例として、表示画像１３０が示されている。表示画像１３０は、断層画
像１３２、計測結果画像１３４及び心電波形１３６を含むものである。断層画像１３２は
、時相マーカー１５４で特定される時相に対応した画像である。断層画像１３２として、
ループ再生される動画像を表することも可能である。ちなみに符号１３８は観測点を表し
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ている。
【００５９】
　計測結果画像１３４は、図示の例において、実線で示されている波形（補正前波形）１
４８を含んでいる。縦軸１４２は、例えば、観測点についての所定方向の変位又は所定点
からの距離を表している。縦軸１４２が厚みやストレインを表してもよい。破線で示され
ている波形１５０は、均等配分方式による補正を経た観測点座標に基づいて作成された補
正後波形である。１心拍１４４における拡張末期１０４Ａは心電信号のＲ波１３６Ａによ
り特定される。１心拍後の拡張末期１０４Ａも同様にＲ波により特定される。符号１４０
は時間軸を表しており、計測結果画像１３４と心電波形１３６との間において時間軸は一
致している。
【００６０】
　補正前波形１４８においては、最終的に累積誤差に相当するオフセット１５２が生じて
いる。すなわち、観測点の初期座標と終了座標との間に大きな乖離が生じている。このよ
うな補正前波形１４８は実態を反映しておらず診断に適さないものである。これに対し、
均等配分方式に基づく補正を適用すれば補正後波形１５０を得られる。補正後波形１５０
においては、オフセット１５２が消失している。しかし、補正後波形１５０において、ピ
ークから終了時相にかけて、フレームごとに均等の配分量（補正量）が与えられた結果、
ピーク以降において右斜め下へ傾斜した波形部分が生じている。その波形部分は、見かけ
上の観測点の継続的な運動を表すものである。拡張期の後半において、観測点はあまり動
かないので、その波形部分は実態を反映していないものである。
【００６１】
　図１０には、本実施形態に係る表示例が示されている。なお、図９に示した構成と同様
の構成には同一符号を付してある。図１０において、補正前波形１４８が一線鎖線で示さ
れており、均等配分方式による補正後の波形１５０が破線で示されている。
【００６２】
　本実施形態によれば、拡張期において、適応的配分方式により観測点座標が補正される
。これにより、図１０において実線で示されている波形１５４を提供可能である。波形１
５４においては、収縮末期１０６付近のピークが保存されている。収縮末期１０６以後の
拡張期において、観測点の移動量が大きな最初の部分では補正量が大きいが、後半部分に
おいては移動量が小さいので補正量も小さくなっている。上述した見かけ上の観測点の運
動という問題も解消又は緩和されている。このように、本実施形態によれば、重要な波形
部分を保存した上で、他の波形部分を自然に補正することが可能である。ちなみに、図１
０中の各波形は例示である。
【００６３】
　以上のように、適応的配分方式によれば誤差が生じる可能性の大小又は誤差の大小に応
じて、配分量つまり個別補正量を動的に変更できるので、自然な座標補正を実現できる。
なお、モード切替ボタン１５６は、補正なしモード、均等配分モード、適応的配分モード
のいずれかのモードを選択するためのボタンである。上記構成において、ユーザーにより
補正対象となる期間を可変設定できるように構成してもよい。ユーザーにより補正対象と
なる期間の開始時相及び終了時相を指定できるように構成してもよい。
【００６４】
　図１１には、上述した適応的配分方式を実行する場合における動作例がフローチャート
として示されている。
【００６５】
　Ｓ２０においては、開始フレーム上においてユーザーによりあるいは自動的に観測点が
設定される。具体的には、画面上に断層画像が表示され、その断層画像上において座標が
指定される。Ｓ２２においては、隣接フレーム間での観測点のトラッキング処理が実行さ
れる。そのトラッキング処理の結果を評価して、必要に応じて、移動先の座標に対して一
次補正を適用するようにしてもよい。Ｓ２４において最終フレームまでトラッキング処理
がなされたと判断されるまで、Ｓ２２の工程が隣接フレーム間ごとに順次実行される。Ｓ
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２６においては、開始フレームにおける観測点の座標と終了フレームにおける観測点の座
標との間で差分演算を行うことにより全体補正量が演算される。Ｓ２８では、全体補正量
から、上述した計算式に基づき補正対象フレームごとに個別補正量が演算され、それを用
いて補正対象フレームごとの観測点座標が補正される。Ｓ３０において所定時相後の各補
正対象フレームについて座標補正が完了したと判断されるまで、Ｓ２８の工程が補正対象
フレームごとに順次実行される。補正対象フレームごとの座標補正がすべて完了すると、
Ｓ３２において、所定の計測が実行され、その計測結果を表す波形が画面上に表示される
。
【００６６】
　次に、上記実施形態の変形例について図１２及び図１３を用いて説明する。
【００６７】
　図１２は、上述した図７に対応する図であり、図１２に示す変形例１においては、Ｓ４
０において、図７に示したＳ１０と同じ工程が実行された上で、Ｓ４２においてフレーム
ごとの誤差指標値としてトラッキング結果評価値Ｒｋが参照される。すなわち図７に示し
た構成では誤差評価値として移動量が参照されていたが、この変形例１においてはトラッ
キング結果評価値が参照されている。そのような評価値はトラッキング処理、具体的には
パターンマッチング処理において、その過程で又はその結果として得られるものである。
それは例えばマッチング結果の良否をスコア等として表すものである。そのような評価値
は誤差が含まれる可能性あるいは誤差の大小を表すものであるから、それを誤差指標値と
して理解することが可能である。
【００６８】
　Ｓ４４においては、（３）式が計算される。（３）式は、上記（１）式において移動ベ
クトルＶｋを評価値Ｒｋで置き換えたものに相当する。評価値Ｒｋはスカラー値であり、
それは正の値を有するものであるため、絶対値の演算は省略されている。もちろん、その
ような評価値が正負の符号を有する場合、その正負の符号を考慮してもよいし、あるいは
絶対値を演算してもよい。Ｓ４６においては（４）式が演算される。その（４）式は図７
のＳ１６に示した式（２）と同じである。
【００６９】
　図１３には変形例２が示されている。変形例２においては、ｘ成分及びｙ成分ごとに個
別補正量が演算され、またｘ成分及びｙ成分ごとに座標補正が実行されている。すなわち
、Ｓ５０においては、全体補正量として、１心拍間での観測点の座標差分が成分ごとに演
算される。Ｓ５２においては、フレームごとの誤差指標値として、移動ベクトルのｘ成分
及びｙ成分が参照される。そして、Ｓ５４においては、各フレームにおける観測点に対す
る個別補正量が成分ごとに演算される。すなわち上述した（１）式が成分ごとに実行され
ることになる。その上で、Ｓ５６において、各フレームにおける観測点の座標が、当該観
測点について演算された個別補正量に基づき、成分ごとに補正される。すなわち、上述し
た（２）式が成分ごとに実行される。
【００７０】
　上記の変形例２によれば、成分ごとに移動量の大小を評価して、成分ごとに配分量を決
定できるから、より観測点の動きに忠実な座標補正を行うことが可能である。この変形例
２によると、個々の補正対象フレーム上において、個別補正量ベクトルの向きが全体補正
量ベクトルの向きと必ずしも一致しなくなるが、観測点の動きにより忠実な自然な補正を
行えるという利点が得られる。
【００７１】
　上述した適応的配分方式によれば、誤差が大きいとみなせる場合には配分量を大きくし
、誤差が小さいとみなさる場合には配分量を小さくすることにより、より自然な座標補正
を行える。均等配分方式によると、実際には動いていない観測点が見掛け上動いているよ
うに見えてしまうが、上記適応的配分方式によれば、そのような見掛け上の動きという問
題を解消又は軽減できる。適応的配分方式を１周期全体に亘って適用すると、動きが大き
いピークを大きく引き下げてしまう可能性があるが、上記の例においては、収縮末期以降
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の拡張期において各フレームに対して座標補正が適用されるようにしたので、診断上重要
となるピークを保存しつつもそれ以降の波形を自然に補正できる。
【００７２】
　上記の例においては超音波画像フレーム列について説明したが、他の医療画像フレーム
列に対して上記の適応的配分方式を適用することも可能である。そのような医療画像フレ
ーム列として、ＣＴ画像フレーム列、ＭＲＩ画像フレーム列等を挙げることができる。上
記の実施形態においては、心臓における特に左室が計測対象となっていたが、心臓におい
て、左室以外の部分が診断対象となってもよく、また拍動する他の組織が診断対象となっ
てもよい。図１に示した画像処理部３４に相当する情報処理装置において上記の適応的配
分装置が実現されてもよい。上記実施形態では、スキャンコンバート後のフレーム列が処
理されていたが、スキャンコンバート前のフレーム列を処理するようにしてもよい。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月14日(2014.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周期的に運動する生体組織に対する計測によって取得されたフレーム列に含まれる同時
相関係にある開始フレーム及び終了フレームの間で、隣接フレーム間ごとに観測点トラッ
キング処理を実行して移動後の観測点座標を演算するトラッキング処理部と、
　前記開始フレーム上の観測点座標である開始座標に対する前記終了フレーム上の観測点
座標である終了座標のずれを全体補正量として演算する全体補正量演算部と、
　前記フレーム列における補正対象フレーム列において、各補正対象フレームの誤差指標
値に応じて前記全体補正量を各補正対象フレームに配分することにより、補正対象フレー
ムごとの個別補正量を演算する個別補正量演算部と、
　前記補正対象フレームごとに前記個別補正量に応じて前記移動後の観測点座標を補正し
て補正後の観測点座標を演算する座標補正部と、
　を含み、
　前記開始フレーム及び前記終了フレームの間の期間が前記生体組織の１又は複数の運動
周期に対応し、
　前記全体補正量演算部は、前記終了座標から前記開始座標を引くことにより前記全体補
正量を演算する、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１記載の医療画像処理装置において、
　前記各補正対象フレームの誤差指標値は、前記観測点トラッキング処理で生成される当
該補正対象フレーム固有の値であってトラッキング誤差に関連する値である、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項３】
　請求項２記載の医療画像処理装置において、
　前記各補正対象フレームの誤差指標値は前記観測点トラッキング処理によって演算され
る観測点移動量であり、
　前記個別補正量演算部は、
　前記補正対象フレーム列における補正対象フレームごとの観測点移動量を積算して求め
られる積算値によって、前記補正対象フレームごとの観測点移動量を正規化することによ
り、前記補正対象フレームごとの配分比率を演算し、
　前記全体補正量に対して前記補正対象フレームごとの配分比率を乗算することにより前
記補正対象フレームごとの配分量を演算し、
　前記補正対象フレーム列において時間軸方向に前記補正対象フレームごとの配分量を順
次累積することにより、前記補正対象フレームごとの個別補正量を演算する、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項４】
　請求項３記載の医療画像処理装置において、
　前記積算値は、前記補正対象フレームごとの観測点移動量の絶対値を積算した値であり
、
　前記補正対象フレームごとの配分比率は、前記補正対象フレームごとの観測点移動量の
絶対値を前記積算値で正規化することにより演算されたものである、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
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【請求項５】
　請求項２記載の医療画像処理装置において、
　前記各補正対象フレームの誤差指標値は、前記トラッキング処理によって演算される観
測点移動量のｘ成分及びｙ成分であり、
　前記個別補正量演算部は、
　前記補正対象フレーム列における前記補正対象フレームごとの観測点移動量のｘ成分を
積算して求められるｘ成分積算値によって、前記補正対象フレームごとの観測点移動量の
ｘ成分を正規化することにより、前記補正対象フレームごとのｘ成分用配分比率を演算し
、
　前記補正対象フレーム列における前記補正対象フレームごとの観測点移動量のｙ成分を
積算して求められるｙ成分積算値によって、前記補正対象フレームごとの観測点移動量の
ｙ成分を正規化することにより、前記補正対象フレームごとのｙ成分用配分比率を演算し
、
　前記全体補正量に対して前記補正対象フレームごとのｘ成分用配分比率を乗算すること
により前記補正対象フレームごとのｘ成分用配分量を演算し、
前記全体補正量に対して前記補正対象フレームごとのｙ成分用配分比率を乗算することに
より前記補正対象フレームごとのｙ成分用配分量を演算し、
　前記補正対象フレーム列において時間軸方向に前記補正対象フレームごとのｘ成分用配
分量を順次累積することにより、前記補正対象フレームごとの個別補正量のｘ成分を演算
し、
　前記補正対象フレーム列において時間軸方向に前記補正対象フレームごとのｙ成分用配
分量を順次累積することにより、前記補正対象フレームごとの個別補正量のｙ成分を演算
する、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項６】
　請求項１記載の医療画像処理装置において、
　前記画像フレーム列は１心拍分のフレーム列であり、
　前記補正対象フレーム列は前記画像フレーム列中における部分的なフレーム列である、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項７】
　請求項６記載の医療画像処理装置において、
　前記補正対象フレーム列は収縮末期から拡張末期までの拡張期に対応するフレーム列で
ある、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項８】
　請求項１記載の医療画像処理装置において、
　前記開始フレームから前記終了フレームにかけてフレーム単位で演算された補正後の観
測点座標に基づいて波形を生成する波形生成部を含み、
　前記波形における始点及び終点のレベルが揃えられた、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項９】
　請求項１記載の医療画像処理装置において、
　当該医療画像処理装置は超音波画像処理装置であり、
　前記フレーム列は断層画像フレーム列である、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の医療画像処理装置において、
　前記生体組織は心臓であり、
　前記断層画像フレーム列は心筋の時間的変化を表すものである、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。



(21) JP WO2014/171159 A1 2014.10.23

【請求項１１】
　請求項１記載の医療画像処理装置において、
　前記観測点トラッキング処理は、前記隣接フレーム間ごとに実行されるパターンマッチ
ング処理を含む、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項１２】
　請求項１１記載の医療画像処理装置において、
　前記パターンマッチング処理は、前記隣接フレーム間において二次元移動ベクトルを演
算する処理である、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項１３】
　周期的に運動する生体組織に対する計測によって取得されたボリューム列に含まれる同
時相関係にある開始ボリューム及び終了ボリュームの間で、隣接ボリューム間ごとに観測
点トラッキング処理を実行して移動後の観測点座標を演算するトラッキング処理部と、
　前記開始ボリューム上の観測点座標である開始座標に対する前記終了ボリューム上の観
測点座標である終了座標のずれを全体補正量として演算する全体補正量演算部と、
　前記ボリューム列における補正対象ボリューム列において、各補正対象ボリュームの誤
差指標値に応じて前記全体補正量を各補正対象ボリュームに配分することにより、補正対
象ボリュームごとの個別補正量を演算する個別補正量演算部と、
　前記補正対象ボリュームごとに前記個別補正量に応じて前記移動後の観測点座標を補正
して補正後の観測点座標を演算する座標補正部と、
　を含み、
　前記開始ボリューム及び前記終了ボリュームの間の期間が前記生体組織の１又は複数の
運動周期に対応し、
　前記全体補正量演算部は、前記終了座標から前記開始座標を引くことにより前記全体補
正量を演算する、
　ことを特徴とする医療画像処理装置。
【請求項１４】
　医療画像処理装置において実行されるプログラムであって、
　周期的に運動する生体組織に対する計測によって取得されたフレーム列に含まれる同時
相関係にある開始フレーム及び終了フレームの間で、隣接フレーム間ごとに観測点トラッ
キング処理を実行して移動後の観測点座標を演算する機能と、
　前記開始フレーム上の観測点座標である開始座標に対する前記終了フレーム上の観測点
座標である終了座標のずれを全体補正量として演算する機能と、
　前記フレーム列における補正対象フレーム列において、各補正対象フレームの誤差指標
値に応じて前記全体補正量を各補正対象フレームに配分することにより補正対象フレーム
ごとの個別補正量を演算する機能と、
　前記補正対象フレームごとに前記個別補正量に応じて前記移動後の観測点座標を補正し
て補正後の観測点座標を演算する機能と、
　を含み、
　前記開始フレーム及び前記終了フレームの間の期間が前記生体組織の１又は複数の運動
周期に対応し、
　前記全体補正量演算部は、前記終了座標から前記開始座標を引くことにより前記全体補
正量を演算する、
　ことを特徴とするプログラム。
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摘要(译)

在诸如超声诊断设备的医学图像处理设备中，观察点跟踪处理以帧序列
在相邻帧之间顺序执行。 结果，观察点在一个心跳周期中从开始坐标移
动到结束坐标。 这些坐标之间的差是误差矢量，并且从中获得总校正
量。 总校正量被自适应地分配给舒张期中的每个校正目标帧。 更具体
地，基于观察点的移动量作为针对每个校正目标帧获得的误差指标值来
计算每个校正目标帧的分布量。 当观察点的移动量大时，给予大量分
配，而当观察点的移动量小时，给予少量分配。 这使得可以自然地校正
每个观察点的坐标。
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